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ＥＰＣ：審査促進のための規則改正 

 

審査促進のため、ＥＰＣに新たな規則(Rule 44a)が追加されました。 

欧州特許庁作成のサーチレポートに、特許性に関する見解書(Opinion)が添付される

ことになりました。この見解書は、First Official Action の内容に近いもので、特許性

に関する審査官の見解が示されます。なお、この見解書は公開されませんが、閲覧

することは可能です。 

 

この新たな規則は、２００５年７月１日以降に欧州特許庁に出願された出願に対して

適用されます。ＥＰＣに移行された国際出願については、国際出願日が２００５年７月

１日以降のものに適用されます。 

 

見解書において特許性を認める旨の見解が示された場合には、更なるサーチにより

５４条（３）の先行技術が見つからなければ、審査部は特許付与を認め、出願人に対

し欧州特許条約規則５１（４）の通知を発令します。 

一方、見解書において特許性について否定的な見解が示された場合、出願人は、見

解書受領後に補正書および意見書を提出することができます。その後に発令される

Official Action では、提出された補正書および意見書を考慮した上で審査官の見解

が示されます。これにより、審査期間の短縮が図られます。 

また、出願人が見解書受領後、意見書および補正書を提出しなかった場合には、審

査部は、見解書を参照した Official Action を発令します。これにより、通常の審査手

続きが進行します。 

 

以上は、TER MEER STEINMEISTER & PARTNER GbRのご厚意により、同事務所

からご提供いただいた情報（次頁以降をご参照下さい）を、弊所の責任の下に抜粋、

翻訳したものです。 














